
愛媛県立西条農業高等学校高圧受電設備改修業務仕様書 

 

 

１．適用  

本仕様書は「愛媛県立西条農業高等学校高圧受電設備改修業務」に適用する。  

２．契約の目的  

この契約は「愛媛県立西条農業高等学校高圧受電設備改修業務」を受託者に依頼し、

電気設備保守点検において交換推奨年数を経過している高圧ケーブルやコンデンサー

等を交換、及び傾いている電柱を取り換えることにより今後の受電設備の安全性を確保

することを目的とする。  

３．履行場所  

愛媛県西条市福武甲２０９３番地  愛媛県立西条農業高等学校内  

４．履行期限  

契約確定日から令和８年１月３１日（土）まで  

５．修繕概要 

 （１）引込柱建替・高圧ケーブル引込経路変更  

（２）キュービクル内機器更新 

（３）設置調整等  

６．改修業務内訳（参考）  

  別紙内訳書のとおり 

 

７．一般事項  

（１）調達対象物品の搬入、施工等のスケジュール及び内容については、担当職員と協議 

の上で決定する。  

（２）更新する機器は、既存の機器と互換性を保ち、全て最新の製品であり、新品とし、

日本工業規格（JIS）等に定められているものは、これらの規格品を使用すること。  

（３）調達対象物品の搬入、設置及び旧物品の廃棄処分に関しては、すべて受注者の責任 

において行うこと。  

（４）本修繕は仕様書によるほか、その他関係法規に基づき実施すること。  

（５）本修繕の遂行上、諸手続き等が生じた場合は、すべて請負者が代行すること。  

（６）本修繕の保証期間は、引き渡し日より１年間とする。保証期間中に、設備異常が発 

生した場合は、速やかに係員を派遣し、機器の取替、修理等の処置を講ずること。  



 

８．特記事項 

 （１）作業に関しては、必要に応じて、愛媛県立西条農業高等学校の施設管理・運営業 

務等の受託者と十分協議を行い、連携を図った上で作業を行うこと。  

（２）履行場所での作業に関しては、愛媛県立西条農業高等学校施設管理責任者（事務 

長）と綿密に協議し 業務の妨げにならないよう配慮すること。  

（３）本修繕中は、必要な養生を行い、建物等に損害を与える恐れのある場合は保護養 

生の措置を講じなければならない。また、建屋内での搬入出作業時においては、床 

の養生等を行い作業後に必ず清掃を行うこと。 

９．提出書類 

（１）業務完了報告書  

新設品等及び施工前・施工中・施工後を撮影し、ファイルに綴じて提出する。 

なお、写真はカラー版とする。  

（２）その他、発注者の指示がある場合は、データによる提出を行うこと。  

10．安全対策等  

本修繕を実施するにあたり、関係法令を順守し、施設及び第三者に損害を及ぼさない

よう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用等は受注者の責任に

おいて速やかに対処すること。また、事故が生じた場合は、速やかに担当職員に報告を

して指示を仰ぐこと。  

11．定めのない事項  

本仕様に明記されていない事項であっても、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事

編）最新版やその他関係法規に基づき実施すること。  

12．その他  

本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上実施するものとす

る。 


